
5月20日～5月31日
までの遊技機

6月1日～6月30日
までの遊技機

7月1日～7月31日
までの遊技機

8月1日～8月31日
までの遊技機

9月1日～9月30日
までの遊技機

10月1日～10月31日
までの遊技機

11月1日～11月30日
までの遊技機

12月1日～12月31日
までの遊技機

1月1日～1月31日
までの遊技機

当初の認定期間満了日
までに撤去

2月1日～2月28日
までの遊技機

3月1日～3月31日
までの遊技機

4月1日～4月30日
までの遊技機

5月1日～5月31日
までの遊技機

※「新目標 新規則機設置比率（PC/PS合算）」…2021年5月末「65％」、6月末「70％」、7月末「75％」、9月末「80％」、10月末「85％」、11月末「90％」、

当初の検定・認定の有効期間満了日から

1年以内に撤去

（「新目標 新規則機設置比率（PC/PS合算）」を

目途に毎月撤去）

当初の検定・認定の

有効期間満了日から

1年以内に順次撤去

２
０
２
０
年

当初の検定・認定の

有効期間満了日から

1年以内に順次撤去

２０２０年１２月３１日

（毎月１５％を目途に

順次撤去）

当初の認定期間満了日

までに撤去

パチンコ・パチスロ産業２１世紀会の決議内容に基づく遊技機の撤去期限

規則改正（2020年5月）前
の当初の検定、認定期間

満了日

ぱちんこ遊技機 回胴式遊技機
羽根モノ・ちょいパチ・
甘デジ（TS100未満）

（①）

①以外（ミドル、ライト
ミドル、権利モノなど）

高射幸性回胴式遊技機
（②）

ノーマルＡタイプ
（③）

②、③以外

※検定・認定の有効期間は、公安委員会又は地域（ホール）ごとに異なる可能性がありますので、各遊技機の「検定通知書」或いは「認定通知書」により

　ご確認ください。

２０２０年１２月３１日

（毎月１５％を目途に

順次撤去）

２
０
２
１
年

当初の検定・認定の有効期間満了日から

1年以内に撤去

（「新目標 新規則機設置比率（PC/PS合算）」を

目途に毎月撤去）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　12月末「95％」、2022年1月末「100％」

改定 別紙２ 


